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Ⅰ　はじめに

　超高齢社会のわが国では，疾病の慢性化・複
雑化もあり要介護者が急増している．要介護の
高齢者は今後も急速に増加することが見込まれ
ている 1 ）．2000年の介護保険制度の導入により
介護の「社会化」が進んだが，一方で在院日数
の短縮化や在宅医療が推進され，「老老介護」
や「認認介護」，生産年齢者の介護離職の増加等，
介護に係る課題が顕在化している．そして介護
の担い手も様々である．家族介護の担い手は，
従来，配偶者や子ども，子の配偶者等の大人と
の認識がされてきた．しかし近年，家族の介護
を担っている子どもや若者（以下，ヤングケア
ラーという）の存在が指摘されている 2 - 5 ）．そ
の背景には，世帯構造の変化やひとり親家庭の
増加 6 ）による家族の介護力の低下があり，家族
の介護が必要になったとき，ケア役割を子ども

が担うことで家族機能の維持につながっている
と推察される．しかし，ヤングケアラーの問題
は，子ども自身の成長・発達，教育への影響だ
けでなく，本来，守られるべき子どもの権利侵
害の視点からも危惧され 7 ）次世代を担う子ども
たちが支援を受けて健康的な生活がおくれるよ
うに守っていくことが重要と考える．
　ヤングケアラー支援に先駆的に取り組んでき
たイギリスでは，1980年代頃からその存在が指
摘されるようになり，調査研究や支援が積極的
に進められてきた 8 ）「ケアラーズ・ウイーク」
にはヤングケアラーに関する報道が多く行わ
れ，地域でも積極的な啓発活動が展開されるな
ど，社会でヤングケアラーの概念や認識が共有
されている 9 ）．2014年に制定された「子どもと
家族に関わる法律」によって18歳未満のヤング
ケアラーを，「2014ケア法」によって，18歳か
ら24歳までのアダルトケアラーを視野に入れた
介護者支援が行われている9 ）．そして地方自治
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体に対してもヤングケアラーの発見と支援ニー
ズへの対応が求められている．
　日本では2000年頃よりヤングケアラー研究が
散見される．2010年以降に心理や教育，福祉，
介護，看護の分野で調査研究がされ，存在割合
やケア対象，ケア内容，当事者の認識等が明ら
かにされつつある．最近はメディアによっても
ヤングケアラー自身の体験談やNPOの支援取
り組みが紹介されるなど，ヤングケアラーに対
する関心が高まりつつある．しかし，「子ども
でありケアラーである」ことの二重性が，ヤン
グケアラー対応の責任の不明確さにつながり 9 ）

支援の重要性が強調されながらも議論が進んで
いるとは言えない．そのようななかで，厚生労
働省は今年 9 月，2022年度からヤングケアラー
支援体制強化事業を開始することを発表し
た10）．今後，ヤングケアラーの調査研究が加速
し必要な支援が提供されることが期待される．
　本稿では，これまでの日本におけるヤングケ
アラー研究を概観し，ヤングケアラーの実態と
課題を踏まえ，ソーシャルキャピタルを活用し
たヤングケアラー支援について考察する．

Ⅱ　ヤングケアラーとは

　日本ではヤングケアラーの定義は統一されて
いない．2010年に結成された日本ケア連盟のヤ
ングケアラープロジェクトは，「家族がケアを
要する人がいる場合に，大人が担うようなケア
責任を引き受け，家事や家族の世話，介護，感
情面のサポートなどを行っている18歳未満の子
どもで，ケアが必要な人は，主に，障がいや病
気のある親や高齢の祖父母であるが，きょうだ
いや他の親族の場合もある」としている．
　また，渋谷はイギリスのソール・ベッカー氏
の著書『ソーシャルワーク百科事典』における
定義を紹介し11），「慢性的な病気や障がい，精
神的な問題などを抱える家族のケアをしている
18歳未満の子どもや若者」としたうえで，この
ような子どもたちは恒常的に相当量のケアや重
要なケアに携わっているとしている．

　日英においてヤングケアラーを18歳未満の子
どもとしているのは，国連の「子どもの権利条
約」における，保護や支援の対象として規定し
ている18歳未満を反映したものと考えられ
る12）．

Ⅲ　ヤングケアラーの実態

１ ．学年及び性別
　三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの2020
年の調査13）によると，世話をしている家族がい
ると回答した中学 2 年生は5.7％，全日制高校
2 年生は4.1％，定時制高校 2 年生は8.5％で，
全日制高校に比べ定時制高校の割合はやや高く
なっている．通信制高校生は11.0％であった．
通信制高校を選択した理由の一つに「家族の世
話や介護」があり，進路に影響していることが
示唆される．公立高校の生徒を対象にした濱島
らの調査14）においても，5.3％のヤングケアラー
と思われる生徒の存在が報告され，類似した割
合で存在している．一方，公立小中学校の教員
を対象にした調査15）では，小学 1 ・ 2 年生の低
学年においても家族のケアをしていると思われ
る子どもが存在していた．性別では，男子
38.0％，女子61.8％で，男女比は 4 ： 6 と女子
が大きく上回っている．市町村要保護児童対策
協議会対象の調査16）では，小学生約33％，中学
生 約43％， 高 校 生 約16％ で， 性 別 は， 男 子
39％，女性61.0％であった．この調査結果から
は就学前の子どもが 1 ％存在することも報告さ
れている．大学や大学院生に関して，森田17）は
在学者における介護者比率は2.5％としている．
２ ．ケア対象とケア内容
　ケアの対象は，きょうだい，祖父母，父母等
であった14-16）．なかでもきょうだいの世話をす
る割合は最も高く，中学生で61.8％，高校生で
44.3％であった．世話が必要な状態として，幼
いことや知的障がい，身体障がいある等であっ
た．世話を始めた時期は「小学生」が最も多い．
次に多いのは親のケアで，中学生が23.5％，高
校生が29.6％であった．精神疾患や精神的不安
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定な状態の親のケアを担い感情面のサポートを
多く行っていた18）．特にひとり親家庭が多く，
母子家庭の割合が高く， 4 割が母子家庭との報
告もある15）．親のケアの場合，本人のみでケア
している傾向が17.3％と他に比べてやや高
く16），介護の負担を抱え込むことが懸念される．
次に「祖父母」のケアは，中学生14.7％，高校
生22.5％16）が担っていた．祖父母の状態は，認
知症や慢性疾患，身体機能低下等が多い．この
ようなケア対象の特徴は，被介護者の約 5 割が
「母親」で， 3 割が「きょうだい」という英国
の結果19）とは異なり日本の特徴といえよう．
　ケアの内容は，調査により若干の差はあるが，
多くは家事，情緒面のサポート，きょうだいの
世話であった．具体的には，料理や掃除，洗濯
などの家事，食事や着替えの介助・移動介助な
どの身の回りの世話，入浴介助やトイレ介助・
身体拭きなどの身体介助，買い物，病院への付
き添い・請求書の支払い等などであった14-15）．
小学生など年齢の低い子どもの場合はきょうだ
いの世話が多くなっていた．
３ ．ケアの頻度と時間
　ケア時間は，家族構成によっても特徴があり，
二世帯家族は平均3.8時間，三世帯家族は平均2.9
時間であるのに対し，ひとり親家庭は平均4.3
時間で世話の頻度や世話に費やす時間が長く，
ケア負担が大きい状況があった18）．濱島らの調
査14）では，ケア期間は平均 3 年11カ月で，ケア
頻度は毎日が最も多く，週 4 ， 5 日と合わせる
と半数を超えていた．また，三菱UFJリサーチ
＆コンサルティングの調査13）では，平日 1 日あ
たり世話に費やす時間は，中学 2 年生は平均4.0
時間，全日制高校 2 年生は平均3.8時間であっ
た．ケア開始年齢の平均は，中学 2 年生は9.9歳，
高校 2 年生は12.2歳であった．中学生では，ケ
ア開始が「小学生（高学年）」の割合が高い 7 ）

ことから，ケア長期化による学校生活や健康へ
の影響が懸念され対応が必要である．
４ ．ヤングケアラーの健康状態とケア認識
　ヤングケアラーの健康状態は，ケア負担によ

るストレスや疲労，寝不足，感情・精神面の不
安定など15）に加え，ヤングケアラーの35.6％は
心理的ストレスがあり，12.8％は主観的健康観
が良くない18）．そして，平日 1 日あたりのケア
時間が 7 時間以上の場合は，「時間的余裕がな
い」42.5％，「精神的にきつい」34.2％，「身体
的にきつい」26.0％，など 7 ），心身の健康に影
響が生じている．健康的な生活の満足感を持て
るような支援が必要である．そして子どもたち
の健康状態や支援ニーズについて詳細な調査を
行い，ニーズに応じた支援が求められる．
　ヤングケアラーの自己認識では，家族のケア
を担っている高校生の中には自分をヤングケア
ラーだと認識していない者もあった．ヤングケ
アラーという言葉の認知度を高め，自身がおか
れている状況を客観視することができるような
周囲のサポートが必要20）である．また，中高生
の 8 割はヤングケアラーについて「聞いたこと
がない」と回答しており，当事者だけでなく周
囲の子どもたちの認知度も低い 7 ）ことから，学
校だけでなく社会全体の認知度を高めていく必
要がある．社会の認識が高まることで，例えば
自分の家庭しか知らない小中学生が家族のケア
をするのは当然と思い，特に助けを求めない21）

ような場合でも，周囲が気づき早期発見・支援
につながることが期待できる．何より子どもた
ち自身の認識を高めていくことも重要である．
５ ．ヤングケアラーの学校生活への影響
　学校生活への影響について，北山らの調査 5 ）

では「宿題や書類などの忘れ物が多い」「友だ
ちとの関わりが薄い」「遅刻・早退が多い」等
があった．
　同様の報告は他の調査 7 ）15）21）においてもされ
ている．平日のケア時間が 1 日 3 時間以上にも
及ぶと，「学校で一人で過ごすことが多い」，「友
人と遊んだりおしゃべりしたりする時間が少な
い」など，介護による友だち関係への影響は少
なくない．学校や近隣において差別的な扱いや
いじめを受けているとの報告22）もある．しかし，
半数以上の子どもたちは「相談できる人が身近
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にいない」「家族のことを知られたくない」な
どの理由から誰にも相談することなく，潜在化，
孤立化するヤングケアラーの存在が指摘されて
いる14）．子どもたちがいつでも相談できるよう
な敷居の低い身近な相談環境を整え，適切な支
援につなげることが喫緊の課題といえる．また，
ケア対象を含めた家族全体を支援する家族支援
の視点が重要であり，地域の専門職が積極的に
介入し連携して支援できるような仕組み作りが
必要である．特に地域で活動する保健師は，自
ら支援を求めない人や求められない人を把握し
必要な支援につなげる役割がある．
６ ．ヤングケアラーに関する教員や専門職の認

識
　日本ケアラー連盟の調査15）24）では，公立小中
学校の教員の認知度は，南魚沼市で25.5％，藤
沢市で40.8％であった．東北地方の公立中学校
では 3 ％25）に留まり， 9 割を超える教員に認知
されていない．公立高校の教員の認知度は
28.5％14）で，約 7 割の教員には認知されていな
かった．三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
の調査13）では，ヤングケアラーの概念を知って
いる学校は中学校で58.1％，全日制高校で
62.6％であるが，意識して対応している学校は
中学校で約 2 割，高校で約 1 割に留まっていた．
専門職の認知度について，病院の医療福祉専門
職を対象にした調査23）では29.4％で，小中高校
の教員同様に低い認知度であった．一方，市町
村要保護児童対策協議会の認知度は，令和 2 年
度の認知度は元年と比較して30ポイント上昇し
76.5％であった．認知度が大幅に高まっている
ことがうかがえる13）．政令市や中核市などの自
治体の認知度は40％前後であり，自治体の規模
によっても認知度が異なっていた．

Ⅳ　ヤングケアラー支援に向けて

　日本のヤングケアラー研究を概観した結果，
ヤングケアラーの支援課題は，①ヤングケア
ラーに関する認知度の向上，②ヤングケアラー
の相談支援の充実，③地域で孤立させない支援

の 3 点があげられる．これらの課題解決にはヤ
ングケアラー本人だけでなくケア対象である家
族支援の視点を持ち，ニーズに対応した支援に
向けた取り組みが必要と考える．以下に考察す
る．
１ ．家族全体を視野に入れた支援の重要性
　子どもがケア役割を担う背景には，家族の病
気や障がい等により家事やきょうだいの世話，
介護役割を担わざるを得ない状況がある．不足
している家族のセルフ機能のサポートや，家族
役割の調整，ケア対象へのフォーマルサポート
の活用など，家族全体を視野に入れた支援が重
要である．そのためには，本人・家族のアセス
メントを行って，家族相互の関係の理解と支援
ニーズを把握し必要な支援につなげることが必
要である．アセスメントに関しては，ヤングケ
アラー支援に先駆的なイギリスでは，「ライフ
スキル」の考え方を取り入れ，年齢に相応しな
い役割や責任を担っているかいないかのアセス
メントを行い，家族全体の状態を踏まえた支援
の必要性を判断している26）．どの程度のケアを
担っている場合にヤングケアラーとみなすか，
「手伝い」と「ケア」の明確な基準がないため
に判断の難しさが指摘されている27）．家族の状
態とヤングケアラーのケア状況をより適切に評
価できるアセスメントが求められる．
　また，ケア対象の多くが祖父母や精神疾患等
の親であることから，介護保険や福祉サービス
等を活用し，分野を超えた関わりによりヤング
ケアラーの負担軽減だけでなく早期発見し支援
につなげることが期待できる．提供されるサー
ビスの種類によって関わる職種も異なるため，
ヤングケアラーの存在を把握，あるいは存在が
疑われるような情報を把握した際の対応につい
て，マニュアルを作成し関係者間で共有するこ
とで支援にもつながりやすい．
２ ．ソーシャルキャピタルを活用したヤングケ

アラー支援
　ヤングケアラーの認知度は，学校の教員だけ
でなく専門職等も低いことから，ヤングケア
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ラーを早期に発見し支援につなげるためには，
社会全体の認知度を高めていくことが重要であ
る．研修会やイベント等における積極的な広報
活動に加え，イギリスで行われているようなヤ
ングケアラー理解の集中月間を設け，様々な企
画で理解を深めることは大切と考える．ヤング
ケアラー自身もSNSなどを活用して現状や思い
などを発信することで，理解を深めることにつ
ながると考える．
　ヤングケアラーの多くが，相談者がいない，
家族のことを知られたくないなどの理由から，
ケアに関して誰にも相談経験がなかった．そし
て孤独感や疎外感を懐き将来への不安を感じつ
つ28），一人で抱え込む傾向にある．子どもたち
の不安や思いをしっかり聴き必要な支援につな
げるために，地域のソーシャルキャピタルを活
用した多様な関わりが重要と考える．相談経験
のある子どもの相談相手は友人が多く，親戚や
学校の先生がこれに次ぎ専門職への相談は僅か
である．友だちはケアに関する思いや気持ちを
分かち合える存在と思われるが，制度や支援に
関する情報や知識は薄く相談支援につながりに
くいと思われる．子どもたちにとって行政機関
もなじみが薄い．つながるツールを開発し積極
的な情報発信や，双方向の相談支援が大切であ
る．また，精神疾患を患う親をもつ子どもの場
合，精神疾患を恥と捉えて隠そうとすることが
あり，スティグマを払拭させることも相談でき
る環境づくり29）に必要である．
　ヤングケアラーの孤立を防ぐ支援も重要で，
ピアサポート等のグループ支援により当事者同
士の交流の機会が大切である．保健師は従来か
らピアサポートを育成しグループ支援を行っ
て，経験を分かち合える場や機会を積極的につ
くってきた．ヤングケアラーについても，ピア
グループによる情報共有や交流は重要であり，
地域の保健師の経験値が活用できると考える．
また，制度の狭間にある世帯や支援を求められ
ない人を把握し，支援につなげる役割が保健師
にはある．学校や福祉制度の狭間で支援につな

がりにくい 9 ）ヤングケアラーの，制度の狭間で
看過されているヘルスニーズをしっかり把握し
支援につなげることが求められ，教育，福祉，
介護，医療などの地域の多様な主体が顔の見え
る関係を築き，機関や分野を超えて連携して取
り組むことが不可欠である．
　わが国が近年提唱している「地域共生社会」
の実現に向けた柱の一つに，「地域を基盤とす
る包括的支援の強化」がある．これは地域包括
ケアの理念を普遍化し，高齢者に限らず生活上
の困難を抱える障害者や子どもの自立した生活
のため，包括的な支援体制を構築し切れ目のな
い支援を実現する30）ことである．ヤングケア
ラー支援もその理念を踏まえ，地域のソーシャ
ルキャピタルを活用した支援体制の確立が求め
られる．

Ⅴ　まとめ

　本稿では，日本におけるこれまでのヤングケ
アラー研究を概観し，その現状を踏まえソー
シャルキャピタルを活用したヤングケアラー支
援について考察した．
　子どもたちがケアを担う背景には，親や祖父
母など家族の病気や障がい，離婚や死別などに
よる「ひとり親家庭」，親の仕事が多忙等の理
由から，家事や家族の世話，ケア役割を担わざ
るを得ない状況があった．ヤングケアラー支援
の課題には，①ヤングケアラーに関する認知度
の向上，②ヤングケアラーの相談支援の充実，
③地域で孤立させない支援があげられる．支援
に向けて，情報発信や啓発活動等により社会の
認知度を高め理解を深めていくことが重要であ
る．また，潜在するヤングケアラーの早期発見
と支援のために，地域のソーシャルキャピタル
を活用し，多様な主体が顔の見える関係を築い
て，分野を超えて連携・協働して支援すること
が重要である．
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Trends and support for young carers research in Japan

Kyoko Aoyama

Abstract
With the publication of studies that focused on children and young people who provide care for their family 
members （young carers）, issues involving young carers have been featured in the media, and attracted attention. 
Young carers face many issues including infringement of rights and influence on their health, as well as the 
influence on their growth, development, and education. However, due to the difficulties in identifying such children, 
measures to support young carers have not been fully discussed although the importance of supporting them is 
emphasized. In this background, this study aims to describe details of issues experienced by young carers by 
reviewing previous studies published in Japan, and discuss the utilizing of social capital for supporting young 
carers.
To support young carers it is necessary to identify them at an early stage through social networks and to work 
with cross-sectoral cooperation among the organizations concerned and other professionals. For this, the utilizing of 
community social capital is very important.

Keywords: young carers，family care，support，collaboration，social capital 
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